
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食費の無償化等を開始します 
子育て支援の一環として、令和７年４月から日高市立小・中・義務教育学校に在

学する児童生徒の保護者が負担する学校給食費の無償化を開始します。 

また、食物アレルギーや、私立学校等に通学し、日高市の学校給食を喫食してい

ない（日高市の学校給食費を負担していない）児童生徒分についても、学校給食費

相当額として「学校給食特例給付金」を支給します。 

なお、準要保護児童生徒就学援助および生活保護（教育扶助）において、学校給

食費の給付を受け、既に無償になっている対象者については、現在の制度の利用を

優先します。 

 

現行の日高市の学校給食費 

児童 月額 4,300円（※3,800円） 

生徒 月額 5,200円（※4,700円）年間 11か月分 

※今年度は物価高騰対策のため 500円減額中 

 

無償化対象児童生徒の範囲・人数および見込額 

日高市立小・中・義務教育学校に在籍し、学校給食を喫食（一部不喫食を含む）

する児童生徒 

※他制度で既に無償となっているものを除く 

3,192人 161,232千円 

 

学校給食特例給付金支給対象児童生徒の範囲・人数および見込額 

(1) 日高市立小・中・義務教育学校に在籍し、食物アレルギー等 

により、学校給食を喫食せず、代替弁当を持参する児童生徒 

                           27人  1,396千円 

(2) 日高市内在住で日高市立以外の義務教育諸学校（私立学校、市外公立学校、特

別支援学校等）に通学する児童生徒 

 ※他制度で給食費の支援を受けている場合を除く 

                            104人  5,593千円 
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